
総　論
近年の情報技術の飛躍的な発達や民主主義

の発展に伴い、世論が外交政策に与える影響
力はますます高まっている。そのため、外交
政策を効果的に実施するためには、各国政府
のみならず、各国の国民への直接の情報発信
や交流の促進を通じて、日本への関心や親近
感を高め、良好な対日イメージの形成に努め
ることが不可欠である。

このような観点から、外務省は、世論形成
に影響力を持つ有識者層を対象とした外交政
策等の発信、伝統文化やポップカルチャーを
含む多様な日本文化の紹介、国際交流基金を
通じた海外での日本語普及などを行ってい
る。さらに、2010年6月に閣議決定された

「新成長戦略」実現のため、関係省庁や諸機
関と連携を図り、在外公館（海外における日
本の大使館・総領事館等）などを活用し、
クールジャパン戦略の推進、観光立国の推進
といった分野で、日本の強みや地方の魅力を
積極的に諸外国へ発信している。

2011年3月の東日本大震災発生直後から、
外務省は、海外に正確な情報を伝え、震災後
の日本に対する誤解を防ぐため、外国メディ
アに対する説明、プレスリリースの発出や、
相手国政府関係者、有識者や企業関係者等へ
の説明・働きかけに積極的に取り組み、実際

の日本の状況を目で見て理解してもらうた
め、関係者の招へいを行った。ホームページ
やソーシャルメディア等、ICT（情報通信技
術）を活用した発信も強化し、海外からの支
援に対する謝意を表明してきた。また、日本
産品を含め、日本ブランドの信頼性回復・強
化を図るため、関係省庁や地方自治体、企業
とも連携しながら日本産品等のPR、観光展
等への出展、復興写真展も実施した。

国際世論への影響が強い海外のオピニオ
ン・リーダーや、ジャーナリスト、一定の指
導的立場に就いている者、又は将来活躍が期
待される人々に対日理解を深めてもらうため
に、日本に招へいすることに加え、日本の有
識者による発信を強化するため、日本人有識
者の各種国際会議への参加も支援している。
さらに各国との間における外交上の節目とな
る年に、「周年事業」を展開しており、2011
年にはドイツ、クウェート及びバルト3国と
の間で集中的な交流事業を実施した。開発途
上国に対しては文化無償資金協力の実施や、
国連教育科学文化機関（UNESCO・ユネス
コ）などの国際機関との協力を通じ、文化遺
産の保存・修繕や専門家の人材育成等、文化
面での国際貢献に努めている。

第４節
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各　論

 1 海外への情報発信

（1）海外広報

日本についての海外への情報発信は、日本
及び日本人への理解を深め、「日本ファン」を
世界で増やしていくために極めて重要な取組
である。外務省は、海外における対日認識を
調査・分析し、各国・地域の特性を踏まえな
がら、外国のオピニオンリーダー（世論形成
で主導的な役割を果たす人物）の日本への招
待、外国における講演会、広報誌や映像資料
の制作、インターネットの活用 1など多様な手
段を通じて、日本の政策及び社会、文化と
いった幅広い一般事情に関し、積極的に海外
への情報発信を行っている。また、外国人観
光客の増加につながる日本の魅力の紹介や、

「クールジャパン」と呼ばれるコンテンツ、デ
ザイン、食などの分野における日本企業の海
外展開に資する広報事業にも取り組んでいる。

さらに、危機管理広報として、3月11日の
東日本大震災発生直後から在外公館（海外に
ある日本の大使館・領事館など）を活用し
て、迅速かつ正確な情報提供を行い、海外に
おける情報不足や誤解に対応してきた。震災

の影響で深刻化した風評被害対策及び日本ブ
ランドの復活・強化についても、補正予算も
活用しながら、在外公館を通じた地方の魅力
発信プロジェクト（第4章第1節3「地方自
治体等との連携」参照）及び対日理解促進の
ための招へい事業を通じて、日本産品の安全
性、東北を始めとする日本の地方の魅力等を
海外に伝えてきている。今後はさらに、震災
でも示された日本人の強靱

じん

な精神性、日本の
製品や技術・ポップカルチャーなどの底流に
ある「日本的な価値」を海外に広めていくた
めの取組を進めていく。

（2）諸外国における日本についての論調と海外メディアへの発信

2011年は、東日本大震災を受けて、日本
の復興に向けた方針、東京電力福島第一原子
力発電所の事故、被災地の復興状況、及び日
本国民の震災対応に対して、海外メディアか
ら高い関心が寄せられた。そのほかにも、野

田新内閣の発足、円高と為替介入、サッカー
日本女子代表の女子ワールドカップ優勝など
に関して広く海外で報じられた。

日本の外交政策に対する国際社会の理解や
支持を得るためには、海外メディアを通じた

1	 「外務省ホームページ（英語版）」（http://www.mofa.go.jp/）は、日本の外交政策に関する情報を、また「Web Japan」（英語、一部多言語）（http://
web-japan.org/）では日本の一般事情を発信している。また、在外公館でも独自のホームページを開設して、現地に密着した情報を現地の言語
や英語で発信している。

観光展に出展した日本ブースの様子（2012年2月、フィリピン）
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戦略的かつ効果的な対外発信が不可欠であ
る。外務省は、G8サミット、国連総会、
APEC首脳会議、ASEAN関連首脳会議、
COP17などあらゆる外交機会を捉え、海外
メディアに対し日本の立場についてきめ細か
な情報提供や取材協力を行った。また、総理
大臣や外務大臣の外国訪問などの重要な機会
には、記者会見やインタビュー、海外の新聞
や雑誌への寄稿などを実施し、日本の立場に
関する積極的な対外発信を行っている。

さらに、震災後には、日本に関する報道が
過熱化し、その中には事実誤認に基づくもの
も見られた。外務省は、様々な手段で日本の
力強い復興について世界に発信するための努
力を続けている。事実誤認に基づく海外報道
に対しては、在外公館などを通じて速やかに
反論投稿や申し入れを行い、食・製品・観光

地などの日本の安全に関する風評被害対策に
取り組んだ。加えて、震災に伴う国際社会か
らの日本への支援に対し謝意を表明するととも
に、日本の世界に開かれた復興への決意を示
すため、世界各国において総理大臣による寄
稿文の掲載を働きかけた結果、計77か国・地
域の157メディアにその寄稿文が掲載された。
また、震災後も日本はビジネス先としても旅行
先としても引き続き魅力的であることを発信す
るための外務大臣の寄稿文が、有力国際紙に
掲載された。そのほかにも、世界中からジャー
ナリストを招待し、被災地の力強い復旧・復
興の歩み、また、食・製品・観光地などの日
本の安全性・魅力に関する取材機会を提供し、
結果としてそれらジャーナリストが記事を掲載
することにより、震災復興過程に関する正確な
情報発信を通じ風評被害の解消を図った。

 2 文化外交

（1）文化事業

諸外国における対日理解を促進し、良好な
対外関係を維持・強化するため、外務省は、
在外公館や国際交流基金を通じて、日本文化
紹介事業を積極的に実施し、日本文化の総合
的・集中的発信に努めている。このような日
本文化発信に際しては、伝統文化・芸術に加
え、近年は世界的に高い人気を誇るアニメ、
漫画、ファッションなどのいわゆるポップカ
ルチャーも、より深い対日理解や対日関心を
もたらす主要な手段の一つとして活用してい
る。

日本の魅力の総合的・集中的発信の例とし
て、2011年4月にサウジアラビアで開催され
た「ジャナドリヤ祭」において、日本はアジ
ア初の招待国として、日本企業、政府、国際
交流基金が協力して、伝統文化から最先端の

技術までを網羅し、日本を総合的に紹介する
「日本館」を出展し、30万人もの来館者を集
めた。また7月にパリで開催された世界最大
級の日本ポップカルチャー・イベントである

「JAPAN EXPO 2011」（来場者約19万人）の
機会には、外務省、農林水産省、経済産業
省、観光庁、地方公共団体、国際交流基金及
び国際観光振興機構などが連携して、日本文
化や日本語への関心を広げる事業や、東日本
大震災後の風評被害対策の一環として、観光
促進や日本産食品の安全性のPRなど日本の
魅力の総合発信事業を実施した。

外交上の節目を迎える国との間では、政府
関係機関や民間団体と連携しながら大規模か
つ総合的な記念事業（要人往来、各種会議、
広報文化事業など）を実施し、重点的な交流

237外交青書 2012

第４節日本への理解と信頼の促進に向けた取組 

第
３
章



を行うことにより、より一層効果的な対日理
解の増進を目指している。2011年には、「日
本・クウェート国交樹立50周年」において、
着物ショーやパントマイム公演などを、「日
独交流150周年」においては、ロボット演劇
や和太鼓公演などを、また「日バルト三国新
たな外交関係開設20周年」において、八王
子車人形公演を、それぞれ実施した。

また2011年3月の東日本大震災後、国際交
流基金は、震災からの復興に関するシンポジ
ウム等の開催や郷土芸能や伝統工芸等の海外
への紹介を通じ、世界の日本社会に対する理
解を深め、日本の被災経験や教訓を国際社会
にいかすための努力を強化している。また、
在外公館も日本酒など日本の食や日本の地方
文化の紹介を通じ、震災で傷ついた日本の食

や日本全体のイメージを回復する事業を積極
的に展開した。

さらに、海外で漫画文化の普及に貢献する
漫画家を顕彰することを目的に2007年に創
設された「国際漫画賞」は第5回を迎え、30
の国・地域から145作品の応募があった。

（2）人物・教育分野での協力

人物交流は、諸外国との相互理解を深め、
関係を強化するために重要な外交施策であ
る。外務省は、対日理解や友好関係の増進、
人脈構築を目的とした人物交流を促進するこ
とによって、国際社会における日本の存在感
を高めるとともに、外交上の立場を有利にす
る努力を行っている。こうした観点から、各
界で将来指導的立場につくことが有力視され

る人々を世界各国・地域から日本に招待する
「戦略的実務者招へい」プログラムなどを
行っている。

ア 留学生交流関連事業
日本の高等教育機関で学ぶ外国人留学生の

在籍者数は、13万8,075人（2011年5月現在）
で2010年より減少した。外務省は在外公館

第 5 回 国際漫画賞授賞作品／授賞者

最
優
秀
賞

作品名
I Kill Giants

（仮訳：アイ キル ジャイアンツ）
作者名

JM Ken Niimura（Jose Maria 
Niimura del Barrio）（スペイン）
Joe Kelly （Joseph Kelly）（アメリカ）

優
秀
賞

作品名
The Man Who Follow His Own 
Voice

（仮訳：自分の声にしたがって旅に出
る男）
作者名

Tanis Werasakwong（タイ）

優
秀
賞

作品名
Make A Wish! Da Xi

（仮訳：願って！大喜）
作者名

Cory（台湾）

優
秀
賞

作品名
When You Standing Your Tiptoes

（仮訳：背のびして遠くを見れば）
作者名

Pan Li-Ping（A Geng）（中国）
Zu Le-ya（Jidi）（中国）

日・バルト周年事業における八王子車人形公演（10月17日、エストニア）
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を通じて日本留学の魅力や機会を積極的に広
報するとともに、各国の優秀な学生を国費留
学生として受け入れるための広報・募集・選
考などの窓口業務を担っている。また、留学
生が帰国した後も、各国にある「帰国留学生
会」への支援を通じ、知日家・親日家の育成
及び関係維持に努めている 1。さらに、外務
省は、国際社会で活躍できる人材の育成が急
務との認識の下、日本人の海外留学の拡大な
どを産学の協力を得て推進するために設置さ
れた「グローバル人材育成推進会議」にも参
加し、留学生交流の促進に取り組んでいる。

イ JET プログラム 2

JETプログラムは、2011年に創設25周年
を迎え、1987年に開始されて以来、参加者
数は累計5万5,000人を超えた（2011年度に

は39か国から1,753人新規参加）。元JET参
加者の会（JETAA）も世界51支部、会員数
約2万3,000人に達した。外務省は、JETプ
ログラムの「入口」（在外公館による募集・
広報、JET参加者の選考など）及び「出口」

（JETAA支援を中心とした帰国後の参加者
の追跡調査）を担うことで、このプログラム

留学生の推移及び出身国・地域別留学生数
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留学生総数
私費留学生数
国費留学生数
外国政府派遣留学生※数

※外国政府派遣留学生とは、外国政府の経費負担により日本に派遣される留学生、外務省が実施する人材育成支援無償（JDS）事業により日本に派
遣される留学生及び日韓共同理工系学部留学生のうち韓国政府負担の留学生をいう。

出典：（独）日本学生支援機構

出身国・地域別留学生数（計13万8,075人）

中国
87,533人韓国

17,640人

その他
21,881人

台湾
4,571人

ベトナム
4,033人

マレーシア
2,417人

アボメカラヴィ大学主催「大学間協力の日」における留学説明会（9月、
ベナン）

1	 名簿・会報の作成や懇談会開催など、帰国留学生相互のネットワーク形成を支援し、留学生会が実施する日本文化紹介事業を支援している。
2	 JET プログラム（The Japan Exchange and Teaching Programme、正式名称「語学指導等を行う外国青年招致事業」）は、日本の小中学校・高校

における外国語教育の充実や、地域の国際交流の発展を図ることを目的として、日本の地方自治体が外国青年を招致する事業であり、外務省、
総務省、文部科学省及び自治体国際化協会（CLAIR）が協力して実施している。詳細は http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/jet/index.html（外務
省）又は http://jetprogramme.org/（財団法人 自治体国際化協会）を参照。
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に協力している。
このプログラムは外国語教育の充実、地域

レベルの国際交流及び地域の国際化に貢献し、
また、JET経験者の多くが、知日家・親日家と
して各国の様々な分野で活躍し、日本にとって
貴重な人的・外交的資産となっている。今般の
東日本大震災では、現役JETであった2名の
米国人が、生徒たちを避難誘導する際、津波
のために尊い命を失った（詳細については、
245ページのコラムを参照）。これを受け、多く
の国でJETAAが発起人となり復興支援活動が
行われた。

また、外務省は、観光庁と連携して、東日本
大震災で被災した各地方公共団体で勤務経験
のある元JET参加者20名を各々約1週間日本
に招待し、参加者に帰国後、ソーシャルメディ
ア等で被災地の復興状況等を発信してもらう

「元JET参加者東北被災地招待プログラム」を
実施し、被災地の風評被害対策に努めた。

ウ スポーツ交流事業
6月から7月にかけて開催されたサッカーの

国際サッカー連盟（FIFA）女子ワールドカッ

プ・ドイツ大会では日本代表チーム（なでしこ
ジャパン）が初優勝し、その戦いぶりを世界
中が賞賛するとともに、東日本大震災で日本
が大きな被害を受けたことを思い起こさせ、
復興に取り組んでいる日本国民にも世界中か
ら改めて応援の声が送られた。このように、ス
ポーツは国境・言語・民族の違いを超えた国
際交流及び相互理解の手段として大きな効果
を持つ。外務省は、柔道･剣道･空手など武道
を始めとするスポーツ分野での国際交流を通
じた対日理解促進や親日家育成を図っている。
また、外務省は、2020年オリンピック・パラリ
ンピックの東京招致を始め、大規模国際スポー
ツ大会の日本招致活動も支援している。

外国語指導助手（ALT）の授業風景

JET 参加者招致人数及び参加者の推移
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（3）知的分野の交流

ア 日本研究
諸外国における日本に対する理解を深め、

それぞれの国との良好な関係を維持・発展さ
せるために、外務省は、日本の政治・経済・
社会・文化などに関する様々な研究活動を支
援している。

このうち、国際交流基金を通じた支援とし
ては、2011年度は、中国の北京日本学研究
センターなど各国の日本研究の中核となる機
関への客員教授派遣、日本関係図書の拡充、
会議開催助成など複合的支援（32か国・地
域68機関）や海外の日本研究者に対する日
本での研究・調査活動の機会の提供（51か
国・地域229名）などを行った。また、12月
には、日本、中国、台湾及び韓国の研究者
26名を集めて「第2回東アジア日本研究
フォーラム」を宮城県において開催した。

イ 知的交流
世界や地域に共通する課題の解決に向けた

取組を推進し、世界の発展と安定に向けた日
本の知的貢献を促進するために、外務省は、
多国間の共同作業・交流を重視した知的交流

事業を企画・実施・支援している。このう
ち、国際交流基金を通じたものとしては、例
えば震災からの復興及びグローバルな防災の
取組における国際協力に関する国際会議30
件を世界各地で公募により支援したほか、
2010年11月の日米首脳会談の際に日本側が
発表した「日米同盟深化のための日米交流強
化ファクト・シート」を受け、米国のシンク
タンク支援やアジア研究専門家の招待、学部
学生の訪日研修に対する助成などを実施して
いる。

ウ 国際連合大学（UNU）との協力
日本政府は、日本に本部を置くUNUに対

し、ホスト国としての協力を進めてきた。特
に、オスターヴァルダー学長による「日本に
根ざした国際連合大学」、「開かれた国際連合
大学」を目指した取組を支援している。
UNUは、2010年に開設した大学院プログラ
ム「サステイナビリティと平和研究科」に加
え、2011年9月から新たに「環境ガバナンス
生物多様性研究科」を開設した。

（4）日本語普及

海外における日本語普及は、日本との交流
の担い手を育てるものであり、日本理解を深
め、諸外国との友好関係の基盤を作るものと
して重要である。海外では、133の国・地域
において、365万人余りが日本語を学習して
おり（2009年国際交流基金調べ）、学習者数
は30年間で28倍以上に増加している。近年
では学習目的も多様化し、従来の就職や留学
といった実利志向の強い目的のみならず、異
文化理解やポップカルチャーへの関心を動機

とする学習者が増加している。国際交流基金
は、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語
教師及び外交官などの訪日研修、日本語教材
の開発などを行い、日本語普及に努めてい
る。また、国際交流基金は、その中心となる
日本語の教え方、学び方、学習成果の評価の
仕方を考えるためのツールとしての「国際交
流基金（JF）日本語教育スタンダード」を
開発し、日本語を用いて何ができるかを能力
別に分類した基準を提示することで、多様な
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日本語教育現場に対応している。
日本語能力試験については、2011年に世

界61の国・地域、198都市で実施し、約61
万人が受験するまでに成長してきている。

そのほかにもアニメやマンガを使った学習
支援ウェブサイトなどの視聴覚教材の更なる
活用や、国際交流基金の直営日本語講座等を
通じ、海外日本語学習者層をより拡充してい
く方針である。

さらに、国・地域ごとのニーズに応じた日
本語普及事業の展開と関係機関の連携強化の
ため、2007年度から、国際交流基金の海外
拠点及び日本語専門家が派遣されている諸大
学を中心に、「JFにほんごネットワーク（通
称：さくらネットワーク）」を展開してきた。
2010年には同ネットワークにおける中核メ
ンバーとして認定された機関・団体の総数が
116か所に達した。

（5）文化無償資金協力

開発途上国における文化・高等教育振興の
取組を支援し、日本と開発途上国の相互理解
や友好親善を深めるため、ODAの一環で文
化無償資金協力を実施している。2011年は世
界で一般文化無償資金協力を9件（総額約5
億円）、草の根文化無償資金協力を10件（総
額約0.8億円）実施した。例えば、2011年6
月に開館式が行われたモンゴルのカラコルム
博物館は、同国の文化財保護・保存の拠点の
みならず、新たな観光資源として、多くの
人々の活用が期待されている。

海外における日本語学習者数及び国・地域別学習者数
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（6）国連教育科学文化機関（UNESCO・ユネスコ）を通じた協力

日本は、教育・科学・文化・コミュニケー
ションなどの各分野における国際的な知的協
力や開発途上国に対する開発支援といった、
ユネスコの様々な取組に積極的に参加してい
る。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産
の保存修復、振興及び人材育成の分野での支
援を柱として、積極的に協力するとともに、
文化遺産保護のための国際的枠組みにも積極
的に参画している。その一環として、日本
は、ユネスコに有形・無形それぞれの文化遺
産保護を目的とした日本信託基金を設置して
いる。その一つである「文化遺産保存日本信
託基金」では、日本の専門家が中心となり、
カンボジアのアンコール遺跡やアフガニスタ
ンのバーミヤン遺跡保存修復事業を、将来は
自国の人々が自らの手で遺跡を守っていける
よう、現地の人々と力を合わせ、人材育成を
行いながら実施している。また、「無形文化
遺産保護日本信託基金」では、開発途上国に
おける音楽・舞踊などの伝統芸能や伝統工芸
などを次世代に継承するための事業や、無形
文化遺産条約締結に向けた国内制度整備を支
援している。

さらに、日本は、ユネスコに「人的資源開
発信託基金」を設置し、ユネスコが主導する

「万人のための教育（EFA）」の推進など、
教育分野を中心とした開発途上国の人材育成
への取組を支援している。

アフガニスタンにおいては、ユネスコと連
携して「識字能力強化計画」（第1期：2008
年3月～2012年4月、第2期：2010年3月～
2013年4月）（約60万人対象、供与額：総額
約33億円）や、「警察識字能力強化計画」

（2011年6月～2013年1月、約3,000人対象、
供与額：約2億5,000万円）及び「新識字者

の職業開発能力」（2010年12月～2012年1月、
供与額：約1億8,800万円）を実施している。
また、日本において取組を強化している「持
続可能な開発のための教育（ESD）」につい
ては、2014年に日本で開催予定の、「国連・
持続可能な開発のための教育の10年」（DESD、
2005年～2014年）最終年会合に向けて、
ESDの更なる推進を目指している。

ア 世界遺産条約
世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人

類全体の遺産として国際的に保護することを
目的として、1972年のユネスコ総会で採択
され、1975年に発効した。日本は1992年に
この条約を締結した。世界遺産は、建造物や
遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの

「自然遺産」及び文化と自然の両方の要素を
持つ「複合遺産」に分類される。6月の第35
回世界遺産委員会において日本から推薦した

「平泉－仏国土（浄土）を表す建築・庭園及
び考古学的遺跡群－」及び「小笠原諸島」が
世界遺産に認定された。現在、日本からは、
文化遺産12件、自然遺産4件の計16件が世
界遺産一覧表に記載されている。2012年は、
世界遺産条約採択40周年にあたることから、
ユネスコにおいて、世界遺産委員会を中心
に、条約運用の制度や世界遺産の在り方と価
値の定義を見直すための議論が行われてお
り、日本はこれらの議論にも積極的に参画し
ている。

イ 無形文化遺産条約
無形文化遺産条約は、2003年ユネスコ総

会で採択され、2006年4月に発効した。この
条約により、伝統芸能や伝統工芸技術などの
無形文化遺産についても、国際的保護の体制
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が整えられることとなった。国内における無
形の文化財の保護において豊富な経験を持つ
日本は、この条約の作成作業のけん引役とな
り、条約発効後は、第2回政府間委員会を
2007年に日本で開催し、議長国として運用
指針の主要部分を取りまとめるなど、積極的
な貢献を行っている。この運用指針に基づ
き、2009年から「人類の無形文化遺産の代

表的な一覧表」への記載を開始した。日本か
らは「人類の口承及び無形遺産に関する傑
作」に宣言されていた能楽、文楽、歌舞伎の
3件を始めとして、2011年11月にバリで開催
された第6回政府間委員会において記載が決
定した「壬

み

生
ぶ

の花
はな

田
た

植
うえ

」、「佐
さ

陀
だ

神
しん

能
のう

」の2件
を含め、計20件が記載されている。

佐
さ

陀
だ

神
しん

能
のう

島根県松江市の佐太神社において演じられる「七
しち

座
ざ

神
しん

事
じ

の舞
まい

」、「式
しき

三
さん

番
ばん

」、「神
しん

能
のう

」の三部で構成される神楽

壬
み

生
ぶ

の花
はな

田
た

植
うえ

広島県山
やま

県
がた

郡
ぐん

北広島町に伝わる田の神を祀
まつ

って田植えを行い、稲の生
育と豊作を祈願する農耕行事

244

第３章 分野別に見た外交



Column

日米の心をつなぐJETプログラム ～東日本大震災の悲劇を超えて～

JETプログラムに参加し、米国人外国人指導助手として石巻市で勤務されたテイラー・アンダー

ソンさんと、陸前高田市で勤務されたモンゴメリー・ディクソンさんは、東日本大震災の際、生徒

たちを避難誘導し、津波のために尊い命を失いました。しかし、日本の子どもたちをこよなく愛

し、日米間の心と心を結んだお二人の志は、教え子たちに引き継がれ、今も生き続けています。こ

こでは、テイラーさんの教え子のメッセージを紹介します。

宮城県石巻市立万石浦中学校3年　亀
かめ

山
やま

映
はる

果
か

さんのメッセージ
私が初めてテイラー先生に会ったのは、小学校の英語の授業のときでした。もともと、英語や海外の

文化に興味があった私は、英語教室に通っていました。そのため、テイラー先生の授業にも、積極的に

取り組んでいました。そして、他国の文化、日本との違いなど、たくさんのことを知っていくうちに、

またどんどん、外国の魅力にひかれていきました。テイラー先生は、とてもユーモアにあふれていて、

私たちに英語の楽しさを教えてくださいました。勉強を続けていくうちに、私は英語が好きになってい

きました。テイラー先生のことを、私を始め、皆が大好きでした。

そのような日常が一変した東日本大震災。たくさん、悲しいことがありました。幸いにも、私の身辺

では、誰も亡くならずにすみました。そう、思っていました。

ところが、避難していた体育館から自宅に戻り、新聞にも、様々なことが載るようになったときに、

テイラー先生の訃報を知りました。信じられませんでした。その時はまだ、心のどこかでその現実を受

け止め切れていなかったと思います。

テイラー先生。先生に学んだことは、本当にたくさんあります。テイラー先生の授業で感じた、英語

の魅力、楽しさ、もっと学びたいという気持ちは、忘れません。私には、英語の先生になるという夢が

あります。その夢を実現させるために、もっと努力を積み重ね、いつかきっと、テイラー先生のような

すばらしい先生になってみせます。

テイラー先生、ありがとうございました。

子供たちと接するテイラーさん（中央）（写真提供：テイラー・アンダー
ソン追悼基金）

テイラーさんの授業風景（写真提供：宮城県石巻市立鹿妻小学校）
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